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大分市食品衛生監視指導計画について（概要版） 衛生課 食品衛生担当班

この監視指導計画は、重点的かつ効果的な監視指導の実施を通じて、
食品衛生上の危害の発生を未然に防止し、食品の安全性を確保するこ
とにより、市⺠等の健康の保護を図ることを目的とします。
実施体制：監視指導の実施、試験検査の実施
実施期間：令和6年4月1日〜令和7年3月31日

食品の安全性を確保するためには、以下の5点の事項ついて、重点
的に監視指導します。
1. 食品群ごとの食品供給行程（フードチェーン）を通じた
重点監視指導事項

2.スポーツ大会等の食品安全確保
3.ＨＡＣＣＰ(※)の普及・推進
4.食肉などに起因する食中毒の予防

5.ノロウイルス食中毒予防

6.適正表示の推進
※Ｈazard Ａnalysis and ＣriticalＣontrol Ｐointの略称。「危害分析重要管理点」と

訳され、危害分析と重要管理点を組み合わせた食品の衛生管理の手法です。

・食品衛生法に基づき営業許可・届出を有する施設（食品の製造、加工、
調理及び販売施設等）と、営業許可・届出は要さないものの食品衛生上
重要な施設（学校、病院、福祉施設等の給食施設や、大規模小売店等）

に対して食品衛生監視員による監視指導を実施します。
・大規模なイベントや祭り等の開催時において、飲食物による食中毒を
防止するため、会場に臨時的に設営する食品取扱い店舗に対して監視指

導を行います。
・市内で生産、製造、加工、販売等されている食品や、市内に流通して

いる食品（輸入食品を含む。）について収去検査を実施します。
・食中毒発生時には、食品衛生法の規定及び「大分市食中毒対策要綱」

に基づき、迅速に原因究明及び健康危機管理対策を実施します。

市⺠の食の安全安心を確保するため、庁内の関係各課で構成される
「大分市食の安全安心確保連絡会議」を定期、臨時に開催して情報を共
有するとともに、連携を強化します。また、大規模食中毒や広域流通食
品、輸入食品の違反等発見時及び通報受理時には、厚生労働省、消費者
庁や都道府県等と緊密な連絡、連携を図り対応します。農水産物の生産
段階の安全性確保を所管する農林水産部局関係課との連携を図ります。

・食品衛生管理者(※1) ・食品衛生責任者(※2)・ふぐ処理者の設置
・講習会の開催および情報提供
・自主衛生管理の推進
・意見交換
※1：特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物を製造又は加工する施設に設置することが義務付け

られています。※2：省令において、営業者は施設の衛生管理にあたって中心的な役割を担う者として食

品衛生責任者を定めることとなっていいます。

監視指導計画の策定にあたっては、計画案策定の段階において、大分
市ホームページや市報等を通じて市⺠からの意⾒募集を⾏うとともに、

「大分市地域保健委員会（衛生・環境対策小委員会）」から意見を聴取
します。これら市⺠から寄せられた意⾒を整理及び検討後、監視指導計

画を定め、公表します。前年度の監視指導結果については、令和6年6月
までに取りまとめ、大分市ホームページに掲載します。

適切な監視指導を実施するために、職員の研修や調査研究を推進し、
食品衛生に関わる人材の養成及び資質の向上を図ります。
食品衛生監視員には、内部研修の実施とともに、厚生労働省や大分県

等が主催する研修会や講習会に参加し、食品衛生に関する情報の収集や
資質の向上を図ります。


